
茅ヶ崎市手数料条例の一部を改正する条例をここに公布する。 

令和７年３月２８日 

                           茅ヶ崎市長 佐 藤  光  

茅ヶ崎市条例第１３号 

茅ヶ崎市手数料条例の一部を改正する条例 

 茅ヶ崎市手数料条例（平成１２年茅ヶ崎市条例第６号）の一部を次のように改正する。 

 別表第１の２０の項から２３の項までを次のように改める。 

２０ 建築基準法（昭和２５年法律第

２０１号）第６条第１項（同法第８

７条第１項において準用する場合を

含む。）の規定に基づく建築物の建

築等に関する確認の申請に対する審

査又は同法第１８条第２項（同法第

８７条第１項において準用する場合

を含む。）の規定に基づく建築物の

建築等に関する通知に対する審査 

次に掲げる建築物の区分に応じ、それぞれ次に定

める金額 

(1) 床面積の合計が３０平方メートル以内の建築

物 １５，０００円 

(2) 床面積の合計が３０平方メートルを超え１０

０平方メートル以内の建築物 ２８，０００円 

(3) 床面積の合計が１００平方メートルを超え２

００平方メートル以内の建築物 ４３，０００

円 

(4) 床面積の合計が２００平方メートルを超え３

００平方メートル以内の建築物 ４８，０００

円 

(5) 床面積の合計が３００平方メートルを超え５

００平方メートル以内の建築物 ５５，０００

円 

(6) 床面積の合計が５００平方メートルを超え１

，０００平方メートル以内の建築物 ６６，０

００円 

(7) 床面積の合計が１，０００平方メートルを超

え２，０００平方メートル以内の建築物 ９３

，０００円 

(8) 床面積の合計が２，０００平方メートルを超

え５，０００平方メートル以内の建築物 １６

０，０００円 

(9) 床面積の合計が５，０００平方メートルを超

え１０，０００平方メートル以内の建築物 ２

床面積の合

計は、規則

で定めると

ころにより

算定する。 



８０，０００円 

(10)  床面積の合計が１０，０００平方メートル

を超え３０，０００平方メートル以内の建築物

 ３７０，０００円 

(11) 床面積の合計が３０，０００平方メートル

を超え５０，０００平方メートル以内の建築物

 ４６０，０００円 

(12) 床面積の合計が５０，０００平方メートル

を超える建築物 ９００，０００円 

２１ 建築基準法第７条第１項の規定

に基づく建築物（同法第７条の３第

５項又は第７条の４第３項の中間検

査合格証の交付を受けた建築物を除

く。）に関する完了検査又は同法第

１８条第２１項の規定に基づく建築

物（同条第３０項の中間検査合格証

の交付を受けた建築物を除く。）に

関する完了検査 

次に掲げる建築物の区分に応じ、それぞれ次に定

める金額 

(1) 建築物エネルギー消費性能適合性判定対象建

築物（建築物のエネルギー消費性能の向上等に

関する法律（平成２７年法律第５３号）第１１

条第１項若しくは第２項の規定により建築物エ

ネルギー消費性能適合性判定を受けなければな

らない要確認特定建築行為又は同法第１２条第

２項若しくは第３項の規定により建築物エネル

ギー消費性能適合性判定を求めなければならな

い要通知特定建築行為に係る建築物をいう。以

下この項及び２２の項において同じ。）以外の

建築物 次に掲げる建築物の区分に応じ、それ

ぞれ次に定める金額 

ア 床面積の合計が３０平方メートル以内の建

築物 ２４，０００円 

イ 床面積の合計が３０平方メートルを超え１

００平方メートル以内の建築物 ３０，００

０円 

ウ 床面積の合計が１００平方メートルを超え

２００平方メートル以内の建築物 ３９，０

００円 

エ 床面積の合計が２００平方メートルを超え

３００平方メートル以内の建築物 ４４，０

床面積の合

計は、規則

で定めると

ころにより

算定する。 



００円 

オ 床面積の合計が３００平方メートルを超え

５００平方メートル以内の建築物 ５３，０

００円 

カ 床面積の合計が５００平方メートルを超え

１，０００平方メートル以内の建築物 ５８

，０００円 

キ 床面積の合計が１，０００平方メートルを

超え２，０００平方メートル以内の建築物 

７８，０００円 

ク 床面積の合計が２，０００平方メートルを

超え５，０００平方メートル以内の建築物 

１２０，０００円 

ケ 床面積の合計が５，０００平方メートルを

超え１０，０００平方メートル以内の建築物

 １９０，０００円 

コ  床面積の合計が１０，０００平方メートル

を超え３０，０００平方メートル以内の建築

物 ２４０，０００円 

サ 床面積の合計が３０，０００平方メートル

を超え５０，０００平方メートル以内の建築

物 ３００，０００円 

シ 床面積の合計が５０，０００平方メートル

を超える建築物 ６１０，０００円 

(2) 建築物エネルギー消費性能適合性判定対象建

築物 (1) に定める金額に、次に掲げる建築物

の区分に応じ、それぞれ次に定める金額を加算

して得た金額 

ア 一戸建ての住宅 １４，０００円 

イ 一戸建ての住宅以外の建築物 次に掲げる

完了検査に係る建築物の部分の区分に応じ、

それぞれ次に定める金額を合計した金額 

(ｱ) 住宅部分（建築物エネルギー消費性能基



準等を定める省令（平成２８年
経済産業省

国土交通省

令第１号）第１条第２項に規定する住宅部

分をいう。以下同じ。） 次に掲げる場合

の区分に応じ、それぞれ次に定める金額 

ａ 住宅部分（増築又は改築をする場合

にあっては、当該増築又は改築をする

住宅部分。以下この項において同じ。

）の床面積（建築物のエネルギー消費

性能の向上等に関する法律施行令（平

成２８年政令第８号）第３条に規定す

る床面積をいう。以下この項において

同じ。）の合計が３００平方メートル

未満の場合 ２１，０００円 

ｂ 住宅部分の床面積の合計が３００平

方メートル以上２，０００平方メート

ル未満の場合 ３５，０００円 

ｃ 住宅部分の床面積の合計が２，００

０平方メートル以上５，０００平方メ

ートル未満の場合 ６７，０００円 

ｄ 住宅部分の床面積の合計が５，００

０平方メートル以上の場合 １００，

０００円 

(ｲ) 非住宅部分（建築物エネルギー消費性能

基準等を定める省令第１条第１項第１号に

規定する非住宅部分をいう。以下同じ。）

（工場等（同省令第１０条第１号に規定す

る工場等をいう。１４５の項、１４８の項

、１５３の項から１５５の項まで及び１５

８の項において同じ。）の用途に供する部

分を除く。） 次に掲げる場合の区分に応

じ、それぞれ次に定める金額 

ａ 非住宅部分（増築又は改築をする場



合にあっては、当該増築又は改築をす

る非住宅部分。以下この項において同

じ。）の床面積の合計が３００平方メ

ートル未満の場合 １９，０００円 

ｂ 非住宅部分の床面積の合計が３００

平方メートル以上１，０００平方メー

トル未満の場合 ２６，０００円 

ｃ 非住宅部分の床面積の合計が１，０

００平方メートル以上２，０００平方

メートル未満の場合 ３８，０００円 

ｄ 非住宅部分の床面積の合計が２，０

００平方メートル以上５，０００平方

メートル未満の場合 ９５，０００円 

ｅ 非住宅部分の床面積の合計が５，０

００平方メートル以上１０，０００平

方メートル未満の場合 １４０，００

０円 

ｆ 非住宅部分の床面積の合計が１０，

０００平方メートル以上２５，０００

平方メートル未満の場合 １８０，０

００円 

ｇ 非住宅部分の床面積の合計が２５，

０００平方メートル以上の場合 ２２

０，０００円 

２２ 建築基準法第７条第１項の規定

に基づく建築物（同法第７条の３第

５項又は第７条の４第３項の中間検

査合格証の交付を受けた建築物に限

る。）に関する完了検査又は同法第

１８条第２１項の規定に基づく建築

物（同条第３０項の中間検査合格証

の交付を受けた建築物に限る。）に

関する完了検査 

次に掲げる建築物の区分に応じ、それぞれ次に定

める金額 

(1) 建築物エネルギー消費性能適合性判定対象建

築物以外の建築物 次に掲げる建築物の区分に

応じ、それぞれ次に定める金額 

ア 床面積の合計が３０平方メートル以内の建

築物 ２３，０００円 

イ 床面積の合計が３０平方メートルを超え１

００平方メートル以内の建築物 ２９，００

床面積の合

計は、規則

で定めると

ころにより

算定する。 



０円 

ウ 床面積の合計が１００平方メートルを超え

２００平方メートル以内の建築物 ３８，０

００円 

エ 床面積の合計が２００平方メートルを超え

３００平方メートル以内の建築物 ４２，０

００円 

オ 床面積の合計が３００平方メートルを超え

５００平方メートル以内の建築物 ４９，０

００円 

カ 床面積の合計が５００平方メートルを超え

１，０００平方メートル以内の建築物 ５５

，０００円 

キ 床面積の合計が１，０００平方メートルを

超え２，０００平方メートル以内の建築物 

７５，０００円 

ク 床面積の合計が２，０００平方メートルを

超え５，０００平方メートル以内の建築物 

１１０，０００円 

ケ 床面積の合計が５，０００平方メートルを

超え１０，０００平方メートル以内の建築物

 １８０，０００円 

コ 床面積の合計が１０，０００平方メートル

を超え３０，０００平方メートル以内の建築

物 ２３０，０００円 

サ 床面積の合計が３０，０００平方メートル

を超え５０，０００平方メートル以内の建築

物 ２９０，０００円 

シ 床面積の合計が５０，０００平方メートル

を超える建築物 ６００，０００円 

(2) 建築物エネルギー消費性能適合性判定対象建

築物 (1) に定める金額に、次に掲げる建築物

の区分に応じ、それぞれ次に定める金額を加算



して得た金額 

ア 一戸建ての住宅 １４，０００円 

イ 一戸建ての住宅以外の建築物 次に掲げる

完了検査に係る建築物の部分の区分に応じ、

それぞれ次に定める金額を合計した金額 

(ｱ) 住宅部分 次に掲げる場合の区分に応じ

、それぞれ次に定める金額 

ａ 住宅部分（増築又は改築をする場合

にあっては、当該増築又は改築をする

住宅部分。以下この項において同じ。

）の床面積（建築物のエネルギー消費

性能の向上等に関する法律施行令第３

条に規定する床面積をいう。以下この

項において同じ。）の合計が３００平

方メートル未満の場合 ２１，０００

円 

ｂ 住宅部分の床面積の合計が３００平

方メートル以上２，０００平方メート

ル未満の場合 ３５，０００円 

ｃ 住宅部分の床面積の合計が２，００

０平方メートル以上５，０００平方メ

ートル未満の場合 ６７，０００円 

ｄ 住宅部分の床面積の合計が５，００

０平方メートル以上の場合 １００，

０００円 

(ｲ) 非住宅部分 次に掲げる場合の区分に応

じ、それぞれ次に定める金額 

ａ 非住宅部分（増築又は改築をする場

合にあっては、当該増築又は改築をす

る非住宅部分。以下この項において同

じ。）の床面積の合計が３００平方メ

ートル未満の場合 １９，０００円 

ｂ 非住宅部分の床面積の合計が３００



平方メートル以上１，０００平方メー

トル未満の場合 ２６，０００円 

ｃ 非住宅部分の床面積の合計が１，０

００平方メートル以上２，０００平方

メートル未満の場合 ３８，０００円 

ｄ 非住宅部分の床面積の合計が２，０

００平方メートル以上５，０００平方

メートル未満の場合 ９５，０００円 

ｅ 非住宅部分の床面積の合計が５，０

００平方メートル以上１０，０００平

方メートル未満の場合 １４０，００

０円 

ｆ 非住宅部分の床面積の合計が１０，

０００平方メートル以上２５，０００

平方メートル未満の場合 １８０，０

００円 

ｇ 非住宅部分の床面積の合計が２５，

０００平方メートル以上の場合 ２２

０，０００円 

２３ 建築基準法第７条の３第１項の

規定に基づく建築物に関する中間検

査又は同法第１８条第２９項の規定

に基づく建築物に関する中間検査 

次に掲げる建築物の区分に応じ、それぞれ次に定

める金額 

(1) 中間検査を伴う部分の床面積の合計が３０平

方メートル以内の建築物 ２４，０００円 

(2) 中間検査を伴う部分の床面積の合計が３０平

方メートルを超え１００平方メートル以内の建

築物 ２８，０００円 

(3) 中間検査を伴う部分の床面積の合計が１００

平方メートルを超え２００平方メートル以内の

建築物 ３７，０００円 

(4) 中間検査を伴う部分の床面積の合計が２００

平方メートルを超え３００平方メートル以内の

建築物 ４２，０００円 

(5) 中間検査を伴う部分の床面積の合計が３００

 



平方メートルを超え５００平方メートル以内の

建築物 ５０，０００円 

(6) 中間検査を伴う部分の床面積の合計が５００

平方メートルを超え１，０００平方メートル以

内の建築物 ５２，０００円 

(7) 中間検査を伴う部分の床面積の合計が１，０

００平方メートルを超え２，０００平方メート

ル以内の建築物 ７０，０００円 

(8) 中間検査を伴う部分の床面積の合計が２，０

００平方メートルを超え５，０００平方メート

ル以内の建築物 １００，０００円 

(9) 中間検査を伴う部分の床面積の合計が５，０

００平方メートルを超え１０，０００平方メー

トル以内の建築物 １６０，０００円 

(10)  中間検査を伴う部分の床面積の合計が１０

，０００平方メートルを超え３０，０００平方

メートル以内の建築物 ２１０，０００円 

(11) 中間検査を伴う部分の床面積の合計が３０

，０００平方メートルを超え５０，０００平方

メートル以内の建築物 ２６０，０００円 

(12) 中間検査を伴う部分の床面積の合計が５０

，０００平方メートルを超える建築物 ５３０

，０００円 

 別表第１の１３５の項を次のように改める。 

１３５ 高齢者、障害者等の移動等の

円滑化の促進に関する法律（平成１

８年法律第９１号）第１７条第４項

（同法第１８条第２項において準用

する場合を含む。）の規定により建

築基準法第６条第１項に規定する建

築基準関係規定の適合の通知の申出

があった場合における高齢者、障害

者等の移動等の円滑化の促進に関す

次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定め

る金額 

(1) 建築基準法第８７条の４の昇降機に係る部分

が含まれない場合 次に掲げる建築物の区分に

応じ、それぞれ次に定める金額 

ア 床面積の合計が３０平方メートル以内の建

築物 １５，０００円 

イ 床面積の合計が３０平方メートルを超え１

００平方メートル以内の建築物 ２８，００

床面積の合

計は、規則

で定めると

ころにより

算定する。 



る法律第１７条第１項（同法第１８

条第２項において準用する場合を含

む。）の規定に基づく特定建築物の

建築等及び維持保全の計画の認定の

申請に対する審査 

０円 

ウ 床面積の合計が１００平方メートルを超え

２００平方メートル以内の建築物 ４３，０

００円 

エ 床面積の合計が２００平方メートルを超え

３００平方メートル以内の建築物 ４８，０

００円 

オ 床面積の合計が３００平方メートルを超え

５００平方メートル以内の建築物 ５５，０

００円 

カ 床面積の合計が５００平方メートルを超え

１，０００平方メートル以内の建築物 ６６

，０００円 

キ 床面積の合計が１，０００平方メートルを

超え２，０００平方メートル以内の建築物 

９３，０００円 

ク 床面積の合計が２，０００平方メートルを

超え５，０００平方メートル以内の建築物 

１６０，０００円 

ケ 床面積の合計が５，０００平方メートルを

超え１０，０００平方メートル以内の建築物

 ２８０，０００円 

コ 床面積の合計が１０，０００平方メートル

を超え３０，０００平方メートル以内の建築

物 ３７０，０００円 

サ 床面積の合計が３０，０００平方メートル

を超え５０，０００平方メートル以内の建築

物 ４６０，０００円 

シ 床面積の合計が５０，０００平方メートル

を超える建築物 ９００，０００円 

(2) 建築基準法第８７条の４の昇降機に係る部分

が含まれる場合 (1) に定める金額に、次に掲

げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める金



額を加算して得た金額 

ア 昇降機を設置する場合（イに掲げる場合を

除く。） 昇降機１基につき１７，０００円

（小荷物専用昇降機にあっては、８，０００

円） 

イ 建築基準法第６条第１項又は第１８条第３

項の規定による確認済証の交付を受けた昇降

機の設置の計画を変更して昇降機を設置する

場合 昇降機１基につき１０，０００円（小

荷物専用昇降機にあっては、５，０００円） 

 別表第１の１３８の項を次のように改める。 

１３８ 長期優良住宅の普及の促進に

関する法律第６条第２項（同法第８

条第２項において準用する場合を含

む。）の規定により建築基準法第６

条第１項に規定する建築基準関係規

定の適合についての審査の申出があ

った場合における長期優良住宅の普

及の促進に関する法律第５条第１項

から第５項まで（同法第８条第２項

においてこれらの規定を準用する場

合を含む。）の規定に基づく長期優

良住宅建築等計画の認定の申請に対

する審査 

次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定め

る金額 

(1) 建築基準法第８７条の４の昇降機に係る部分

が含まれない場合 １３６の項、１３７の項、

１４０の項又は１４１の項に定める金額に、次

に掲げる建築物の区分に応じ、それぞれ次に定

める金額を加算して得た金額 

ア 床面積の合計が３０平方メートル以内の建

築物 １５，０００円 

イ 床面積の合計が３０平方メートルを超え１

００平方メートル以内の建築物 ２８，００

０円 

ウ 床面積の合計が１００平方メートルを超え

２００平方メートル以内の建築物 ４３，０

００円 

エ 床面積の合計が２００平方メートルを超え

３００平方メートル以内の建築物 ４８，０

００円 

オ 床面積の合計が３００平方メートルを超え

５００平方メートル以内の建築物 ５５，０

００円 

カ 床面積の合計が５００平方メートルを超え

床面積の合

計は、規則

で定めると

ころにより

算定する。 



１，０００平方メートル以内の建築物 ６６

，０００円 

キ 床面積の合計が１，０００平方メートルを

超え２，０００平方メートル以内の建築物 

９３，０００円 

ク 床面積の合計が２，０００平方メートルを

超え５，０００平方メートル以内の建築物 

１６０，０００円 

ケ 床面積の合計が５，０００平方メートルを

超え１０，０００平方メートル以内の建築物

 ２８０，０００円 

コ 床面積の合計が１０，０００平方メートル

を超え３０，０００平方メートル以内の建築

物 ３７０，０００円 

サ 床面積の合計が３０，０００平方メートル

を超え５０，０００平方メートル以内の建築

物 ４６０，０００円 

シ 床面積の合計が５０，０００平方メートル

を超える建築物 ９００，０００円 

(2) 建築基準法第８７条の４の昇降機に係る部分

が含まれる場合 (1) に定める金額に、次に掲

げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める金

額を加算して得た金額 

ア 昇降機を設置する場合（イに掲げる場合を

除く。） 昇降機１基につき１７，０００円

（小荷物専用昇降機にあっては、８，０００

円） 

イ 建築基準法第６条第１項又は第１８条第３

項の規定による確認済証の交付を受けた昇降

機の設置の計画を変更して昇降機を設置する

場合 昇降機１基につき１０，０００円（小

荷物専用昇降機にあっては、５，０００円） 

 別表第１の１４５の項から１４９の項までを次のように改める。 



１４５ 都市の低炭素化の促進に関す

る法律（平成２４年法律第８４号）

第５３条第１項の規定に基づく低炭

素建築物新築等計画（同法第５４条

第１項第１号及び第３号に掲げる基

準に適合していることにつき、あら

かじめ登録住宅性能評価機関又は建

築物のエネルギー消費性能の向上等

に関する法律第１４条第１項に規定

する登録建築物エネルギー消費性能

判定機関（１４６の項、１４８の項

、１４９の項、１５５の項、１５６

の項、１５８の項及び１５９の項ま

でにおいて「登録住宅性能評価機関

等」という。）による審査を受けた

ものを除く。）の認定の申請に対す

る審査 

次に掲げる建築物の区分に応じ、それぞれ次に定

める金額 

(1) 一戸建ての住宅（建築物エネルギー消費性能

基準等を定める省令第１０条第２号イ(2) 及び

ロ(2) に適合するものとして申請されたものに

限る。） 次に掲げる一戸建ての住宅の区分に

応じ、それぞれ次に定める金額 

ア 床面積の合計が２００平方メートル未満の

一戸建ての住宅 １７，０００円 

イ 床面積の合計が２００平方メートル以上の

一戸建ての住宅 １９，０００円 

(2) 一戸建ての住宅（建築物エネルギー消費性能

基準等を定める省令第１０条第２号イ(1) 及び

ロ(2) 又は同号イ(2) 及びロ(1) に適合するも

のとして申請されたものに限る。） 次に掲げ

る一戸建ての住宅の区分に応じ、それぞれ次に

定める金額 

ア 床面積の合計が２００平方メートル未満の

一戸建ての住宅 ２５，０００円 

イ 床面積の合計が２００平方メートル以上の

一戸建ての住宅 ２８，０００円 

(3) 一戸建ての住宅（(1) 又は(2) に該当するも

のを除く。） 次に掲げる一戸建ての住宅の区

分に応じ、それぞれ次に定める金額 

ア 床面積の合計が２００平方メートル未満の

一戸建ての住宅 ３４，０００円 

イ 床面積の合計が２００平方メートル以上の

一戸建ての住宅 ３８，０００円 

(4) 一戸建ての住宅以外の建築物 次に掲げる申

請に係る建築物の部分の区分に応じ、それぞれ

次に定める金額を合計した金額 

ア 住宅部分（建築物エネルギー消費性能基準

等を定める省令第１０条第２号イ(2) 及びロ

 



(2) に適合するものとして申請されたものに

限る。） 次に掲げる場合の区分に応じ、そ

れぞれ次に定める金額 

(ｱ) 住宅部分の床面積の合計が３００平方メ

ートル未満の場合 ３３，０００円 

(ｲ) 住宅部分の床面積の合計が３００平方メ

ートル以上２，０００平方メートル未満の

場合 ５７，０００円 

(ｳ) 住宅部分の床面積の合計が２，０００平

方メートル以上５，０００平方メートル未

満の場合 １００，０００円 

(ｴ) 住宅部分の床面積の合計が５，０００平

方メートル以上の場合 １６０，０００円 

イ 住宅部分（建築物エネルギー消費性能基準

等を定める省令第１０条第２号イ(1) 及びロ

(2) 又は同号イ(2) 及びロ(1) に適合するも

のとして申請されたものに限る。） 次に掲

げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める

金額 

(ｱ) 住宅部分の床面積の合計が３００平方メ

ートル未満の場合 ５１，０００円 

(ｲ) 住宅部分の床面積の合計が３００平方メ

ートル以上２，０００平方メートル未満の

場合 ８６，０００円 

(ｳ) 住宅部分の床面積の合計が２，０００平

方メートル以上５，０００平方メートル未

満の場合 １５０，０００円 

(ｴ) 住宅部分の床面積の合計が５，０００平

方メートル以上の場合 ２２０，０００円 

ウ 住宅部分（ア又はイに該当するものを除く

。） 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞ

れ次に定める金額 

(ｱ) 住宅部分の床面積の合計が３００平方メ



ートル未満の場合 ６９，０００円 

(ｲ) 住宅部分の床面積の合計が３００平方メ

ートル以上２，０００平方メートル未満の

場合 １２０，０００円 

(ｳ) 住宅部分の床面積の合計が２，０００平

方メートル以上５，０００平方メートル未

満の場合 ２００，０００円 

(ｴ) 住宅部分の床面積の合計が５，０００平

方メートル以上の場合 ２８０，０００円 

エ 非住宅部分（建築物エネルギー消費性能基

準等を定める省令第１０条第１号イ(2) 及び

ロ(2) （非住宅部分の全部を工場等の用途に

供する場合にあっては、同号ロ(2) ）又は建

築物に係るエネルギーの使用の合理化の一層

の促進その他の建築物の低炭素化の促進のた

めに誘導すべき基準の一部を改正する件（令 

    経済産業省 

 和４年国土交通省告示第１号。１４８の項及 

    環 境 省 

 び１５２の項から１５４の項までにおいて「

改正告示」という。）附則第３項の規定によ

り読み替えて適用される建築物エネルギー消

費性能基準等を定める省令第１０条第１号ロ

(2) 及び施行日以後認定申請建築物の非住宅

部分のうち増築、改築又は修繕等をする部分

の一次エネルギー消費量並びに住宅部分のう

ち増築、改築又は修繕等をする部分の外壁、

窓等を通じての熱の損失の防止及び一次エネ

ルギー消費量に関する基準（令和４年国土交

通省告示第１１０７号。１４８の項、１５２

の項から１５５の項まで及び１５８の項にお

いて「増改築部分告示」という。）第１第１

項第２号に適合するものとして申請されたも



のに限る。） 次に掲げる場合の区分に応じ

、それぞれ次に定める金額 

(ｱ) 非住宅部分の床面積の合計が３００平方

メートル未満の場合 ８７，０００円 

(ｲ) 非住宅部分の床面積の合計が３００平方

メートル以上１，０００平方メートル未満

の場合 １１０，０００円 

(ｳ) 非住宅部分の床面積の合計が１，０００

平方メートル以上２，０００平方メートル

未満の場合 １５０，０００円 

(ｴ) 非住宅部分の床面積の合計が２，０００

平方メートル以上５，０００平方メートル

未満の場合 ２４０，０００円 

(ｵ) 非住宅部分の床面積の合計が５，０００

平方メートル以上１０，０００平方メート

ル未満の場合 ３１０，０００円 

(ｶ) 非住宅部分の床面積の合計が１０，００

０平方メートル以上２５，０００平方メー

トル未満の場合 ３７０，０００円 

(ｷ) 非住宅部分の床面積の合計が２５，００

０平方メートル以上の場合 ４４０，００

０円 

オ 非住宅部分（エに該当するものを除く。）

 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次

に定める金額 

(ｱ) 非住宅部分の床面積の合計が３００平方

メートル未満の場合 ２３０，０００円 

(ｲ) 非住宅部分の床面積の合計が３００平方

メートル以上１，０００平方メートル未満

の場合 ２９０，０００円 

(ｳ) 非住宅部分の床面積の合計が１，０００

平方メートル以上２，０００平方メートル

未満の場合 ３７０，０００円 



(ｴ) 非住宅部分の床面積の合計が２，０００

平方メートル以上５，０００平方メートル

未満の場合 ５３０，０００円 

(ｵ) 非住宅部分の床面積の合計が５，０００

平方メートル以上１０，０００平方メート

ル未満の場合 ６５０，０００円 

(ｶ) 非住宅部分の床面積の合計が１０，００

０平方メートル以上２５，０００平方メー

トル未満の場合 ７７０，０００円 

(ｷ) 非住宅部分の床面積の合計が２５，００

０平方メートル以上の場合 ８７０，００

０円 

１４６ 都市の低炭素化の促進に関す

る法律第５３条第１項の規定に基づ

く低炭素建築物新築等計画（同法第

５４条第１項第１号及び第３号に掲

げる基準に適合していることにつき

、あらかじめ登録住宅性能評価機関

等による審査を受けたものに限る。

）の認定の申請に対する審査 

次に掲げる建築物の区分に応じ、それぞれ次に定

める金額 

(1) 一戸建ての住宅 ４，７００円 

(2) 一戸建ての住宅以外の建築物 次に掲げる申

請に係る建築物の部分の区分に応じ、それぞれ

次に定める金額を合計した金額 

ア 住宅部分 次に掲げる場合の区分に応じ、

それぞれ次に定める金額 

(ｱ) 住宅部分の床面積の合計が３００平方メ

ートル未満の場合 ９，４００円 

(ｲ) 住宅部分の床面積の合計が３００平方メ

ートル以上２，０００平方メートル未満の

場合 ２０，０００円 

(ｳ) 住宅部分の床面積の合計が２，０００平

方メートル以上５，０００平方メートル未

満の場合 ４５，０００円 

(ｴ) 住宅部分の床面積の合計が５，０００平

方メートル以上の場合 ８１，０００円 

イ 非住宅部分 次に掲げる場合の区分に応じ

、それぞれ次に定める金額 

(ｱ) 非住宅部分の床面積の合計が３００平方

 



メートル未満の場合 ９，４００円 

(ｲ) 非住宅部分の床面積の合計が３００平方

メートル以上１，０００平方メートル未満

の場合 １６，０００円 

(ｳ) 非住宅部分の床面積の合計が１，０００

平方メートル以上２，０００平方メートル

未満の場合 ２７，０００円 

(ｴ) 非住宅部分の床面積の合計が２，０００

平方メートル以上５，０００平方メートル

未満の場合 ８０，０００円 

(ｵ) 非住宅部分の床面積の合計が５，０００

平方メートル以上１０，０００平方メート

ル未満の場合 １３０，０００円 

(ｶ) 非住宅部分の床面積の合計が１０，００

０平方メートル以上２５，０００平方メー

トル未満の場合 １６０，０００円 

(ｷ) 非住宅部分の床面積の合計が２５，００

０平方メートル以上の場合 ２００，００

０円 

１４７ 都市の低炭素化の促進に関す

る法律第５４条第２項（同法第５５

条第２項において準用する場合を含

む。）の規定により建築基準法第６

条第１項に規定する建築基準関係規

定の適合についての審査の申出があ

った場合における都市の低炭素化の

促進に関する法律第５３条第１項の

規定に基づく低炭素建築物新築等計

画の認定又は同法第５５条第１項の

規定に基づく低炭素建築物新築等計

画の変更の認定の申請に対する審査 

次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定め

る金額 

(1) 建築基準法第８７条の４の昇降機に係る部分

が含まれない場合 １４５の項、１４６の項、

１４８の項又は１４９の項に定める金額に、次

に掲げる建築物の区分に応じ、それぞれ次に定

める金額を加算して得た金額 

ア 床面積の合計が３０平方メートル以内の建

築物 １５，０００円 

イ 床面積の合計が３０平方メートルを超え１

００平方メートル以内の建築物 ２８，００

０円 

ウ 床面積の合計が１００平方メートルを超え

２００平方メートル以内の建築物 ４３，０

床面積の合

計は、規則

で定めると

ころにより

算定する。 



００円 

エ 床面積の合計が２００平方メートルを超え

３００平方メートル以内の建築物 ４８，０

００円 

オ 床面積の合計が３００平方メートルを超え

５００平方メートル以内の建築物 ５５，０

００円 

カ 床面積の合計が５００平方メートルを超え

１，０００平方メートル以内の建築物 ６６

，０００円 

キ 床面積の合計が１，０００平方メートルを

超え２，０００平方メートル以内の建築物 

９３，０００円 

ク 床面積の合計が２，０００平方メートルを

超え５，０００平方メートル以内の建築物 

１６０，０００円 

ケ 床面積の合計が５，０００平方メートルを

超え１０，０００平方メートル以内の建築物

 ２８０，０００円 

コ 床面積の合計が１０，０００平方メートル

を超え３０，０００平方メートル以内の建築

物 ３７０，０００円 

サ 床面積の合計が３０，０００平方メートル

を超え５０，０００平方メートル以内の建築

物 ４６０，０００円 

シ 床面積の合計が５０，０００平方メートル

を超える建築物 ９００，０００円 

(2) 建築基準法第８７条の４の昇降機に係る部分

が含まれる場合 (1) に定める金額に、次に掲

げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める金

額を加算して得た金額 

ア 昇降機を設置する場合（イに掲げる場合を

除く。） 昇降機１基につき１７，０００円



（小荷物専用昇降機にあっては、８，０００

円） 

イ 建築基準法第６条第１項又は第１８条第３

項の規定による確認済証の交付を受けた昇降

機の設置の計画を変更して昇降機を設置する

場合 昇降機１基につき１０，０００円（小

荷物専用昇降機にあっては、５，０００円） 

１４８ 都市の低炭素化の促進に関す

る法律第５５条第１項の規定に基づ

く低炭素建築物新築等計画の変更（

変更部分について同法第５４条第１

項第１号及び第３号に掲げる基準に

適合していることにつき、あらかじ

め登録住宅性能評価機関等による審

査を受けたものを除く。）の認定の

申請に対する審査 

次に掲げる建築物の区分に応じ、それぞれ次に定

める金額 

(1) 一戸建ての住宅（建築物エネルギー消費性能

基準等を定める省令第１０条第２号イ(2) 及び

ロ(2) に適合するものとして申請されたものに

限る。） 次に掲げる一戸建ての住宅の区分に

応じ、それぞれ次に定める金額 

ア 床面積の合計が２００平方メートル未満の

一戸建ての住宅 ８，５００円 

イ 床面積の合計が２００平方メートル以上の

一戸建ての住宅 ９，５００円 

(2) 一戸建ての住宅（建築物エネルギー消費性能

基準等を定める省令第１０条第２号イ(1) 及び

ロ(2) 又は同号イ(2) 及びロ(1) に適合するも

のとして申請されたものに限る。） 次に掲げ

る一戸建ての住宅の区分に応じ、それぞれ次に

定める金額 

ア 床面積の合計が２００平方メートル未満の

一戸建ての住宅 １２，５００円 

イ 床面積の合計が２００平方メートル以上の

一戸建ての住宅 １４，０００円 

(3) 一戸建ての住宅（(1) 又は(2) に該当するも

のを除く。） 次に掲げる一戸建ての住宅の区

分に応じ、それぞれ次に定める金額 

ア 床面積の合計が２００平方メートル未満の

一戸建ての住宅 １７，０００円 

 



イ 床面積の合計が２００平方メートル以上の

一戸建ての住宅 １９，０００円 

(4) 一戸建ての住宅以外の建築物 次に掲げる申

請に係る建築物の部分の区分に応じ、それぞれ

次に定める金額を合計した金額 

ア 既に計画の認定を受けた住宅部分（共用部

分（住宅部分のうち住戸以外の部分をいう。

以下この項及び１５５の項において同じ。）

の審査を要しない場合にあっては、共用部分

を除く。以下この項及び１４９の項において

同じ。）（建築物エネルギー消費性能基準等

を定める省令第１０条第２号イ(2) 及びロ(2

) に適合するものとして申請されたものに限

る。） 次に掲げる場合の区分に応じ、それ

ぞれ次に定める金額 

(ｱ) 住宅部分の床面積の合計が３００平方メ

ートル未満の場合 １６，５００円 

(ｲ) 住宅部分の床面積の合計が３００平方メ

ートル以上２，０００平方メートル未満の

場合 ２８，５００円 

(ｳ) 住宅部分の床面積の合計が２，０００平

方メートル以上５，０００平方メートル未

満の場合 ５０，０００円 

(ｴ) 住宅部分の床面積の合計が５，０００平

方メートル以上の場合 ８０，０００円 

イ 既に計画の認定を受けた住宅部分（建築物

エネルギー消費性能基準等を定める省令第１

０条第２号イ(1) 及びロ(2) 又は同号イ(2) 

及びロ(1) に適合するものとして申請された

ものに限る。） 次に掲げる場合の区分に応

じ、それぞれ次に定める金額 

(ｱ) 住宅部分の床面積の合計が３００平方メ

ートル未満の場合 ２５，５００円 



(ｲ) 住宅部分の床面積の合計が３００平方メ

ートル以上２，０００平方メートル未満の

場合 ４３，０００円 

(ｳ) 住宅部分の床面積の合計が２，０００平

方メートル以上５，０００平方メートル未

満の場合 ７５，０００円 

(ｴ) 住宅部分の床面積の合計が５，０００平

方メートル以上の場合 １１０，０００円 

ウ 既に計画の認定を受けた住宅部分（ア又は

イに該当するものを除く。） 次に掲げる場

合の区分に応じ、それぞれ次に定める金額 

(ｱ) 住宅部分の床面積の合計が３００平方メ

ートル未満の場合 ３４，５００円 

(ｲ) 住宅部分の床面積の合計が３００平方メ

ートル以上２，０００平方メートル未満の

場合 ６０，０００円 

(ｳ) 住宅部分の床面積の合計が２，０００平

方メートル以上５，０００平方メートル未

満の場合 １００，０００円 

(ｴ) 住宅部分の床面積の合計が５，０００平

方メートル以上の場合 １４０，０００円 

エ 既に計画の認定を受けた非住宅部分（建築

物エネルギー消費性能基準等を定める省令第

１０条第１号イ(2) 及びロ(2) （非住宅部分

の全部を工場等の用途に供する場合にあって

は、同号ロ(2) ）又は改正告示附則第３項の

規定により読み替えて適用される建築物エネ

ルギー消費性能基準等を定める省令第１０条

第１号ロ(2) 及び増改築部分告示第１第１項

第２号に適合するものとして申請されたもの

に限る。） 次に掲げる場合の区分に応じ、

それぞれ次に定める金額 

(ｱ) 非住宅部分の床面積の合計が３００平方



メートル未満の場合 ４３，５００円 

(ｲ) 非住宅部分の床面積の合計が３００平方

メートル以上１，０００平方メートル未満

の場合 ５５，０００円 

(ｳ) 非住宅部分の床面積の合計が１，０００

平方メートル以上２，０００平方メートル

未満の場合 ７５，０００円 

(ｴ) 非住宅部分の床面積の合計が２，０００

平方メートル以上５，０００平方メートル

未満の場合 １２０，０００円 

(ｵ) 非住宅部分の床面積の合計が５，０００

平方メートル以上１０，０００平方メート

ル未満の場合 １５５，０００円 

(ｶ) 非住宅部分の床面積の合計が１０，００

０平方メートル以上２５，０００平方メー

トル未満の場合 １８５，０００円 

(ｷ) 非住宅部分の床面積の合計が２５，００

０平方メートル以上の場合 ２２０，００

０円 

オ 既に計画の認定を受けた非住宅部分（エに

該当するものを除く。） 次に掲げる場合の

区分に応じ、それぞれ次に定める金額 

(ｱ) 非住宅部分の床面積の合計が３００平方

メートル未満の場合 １１５，０００円 

(ｲ) 非住宅部分の床面積の合計が３００平方

メートル以上１，０００平方メートル未満

の場合 １４５，０００円 

(ｳ) 非住宅部分の床面積の合計が１，０００

平方メートル以上２，０００平方メートル

未満の場合 １８５，０００円 

(ｴ) 非住宅部分の床面積の合計が２，０００

平方メートル以上５，０００平方メートル

未満の場合 ２６５，０００円 



(ｵ) 非住宅部分の床面積の合計が５，０００

平方メートル以上１０，０００平方メート

ル未満の場合 ３２５，０００円 

(ｶ) 非住宅部分の床面積の合計が１０，００

０平方メートル以上２５，０００平方メー

トル未満の場合 ３８５，０００円 

(ｷ) 非住宅部分の床面積の合計が２５，００

０平方メートル以上の場合 ４３５，００

０円 

カ 新たに追加する住宅部分又は非住宅部分 

１４５の項(4) に定める金額（この場合にお

いて、同項(4) 中「床面積」とあるのは、「

追加する床面積」と読み替えるものとする。

） 

１４９ 都市の低炭素化の促進に関す

る法律第５５条第１項の規定に基づ

く低炭素建築物新築等計画の変更（

変更部分について同法第５４条第１

項第１号及び第３号に掲げる基準に

適合していることにつき、あらかじ

め登録住宅性能評価機関等による審

査を受けたものに限る。）の認定の

申請に対する審査 

次に掲げる建築物の区分に応じ、それぞれ次に定

める金額 

(1) 一戸建ての住宅 ２，３５０円 

(2) 一戸建ての住宅以外の建築物 次に掲げる申

請に係る建築物の部分の区分に応じ、それぞれ

次に定める金額を合計した金額 

ア 既に計画の認定を受けた住宅部分 次に掲

げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める

金額 

(ｱ) 住宅部分の床面積の合計が３００平方メ

ートル未満の場合 ４，７００円 

(ｲ) 住宅部分の床面積の合計が３００平方メ

ートル以上２，０００平方メートル未満の

場合 １０，０００円 

(ｳ) 住宅部分の床面積の合計が２，０００平

方メートル以上５，０００平方メートル未

満の場合 ２２，５００円 

(ｴ) 住宅部分の床面積の合計が５，０００平

方メートル以上の場合 ４０，５００円 

 



イ 既に計画の認定を受けた非住宅部分 次に

掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定め

る金額 

(ｱ) 非住宅部分の床面積の合計が３００平方

メートル未満の場合 ４，７００円 

(ｲ) 非住宅部分の床面積の合計が３００平方

メートル以上１，０００平方メートル未満

の場合 ８，０００円 

(ｳ) 非住宅部分の床面積の合計が１，０００

平方メートル以上２，０００平方メートル

未満の場合 １３，５００円 

(ｴ) 非住宅部分の床面積の合計が２，０００

平方メートル以上５，０００平方メートル

未満の場合 ４０，０００円 

(ｵ) 非住宅部分の床面積の合計が５，０００

平方メートル以上１０，０００平方メート

ル未満の場合 ６５，０００円 

(ｶ) 非住宅部分の床面積の合計が１０，００

０平方メートル以上２５，０００平方メー

トル未満の場合 ８０，０００円 

(ｷ) 非住宅部分の床面積の合計が２５，００

０平方メートル以上の場合 １００，００

０円 

ウ 新たに追加する住宅部分又は非住宅部分 

１４６の項(2) に定める金額（この場合にお

いて、同項(2) 中「床面積」とあるのは、「

追加する床面積」と読み替えるものとする。

） 

 別表第１の１５２の項から１６１の項までを次のように改める。 

１５２ 建築物のエネルギー消費性能

の向上等に関する法律第１１条第１

項又は第１２条第２項の規定に基づ

く建築物エネルギー消費性能適合性

次に掲げる建築物の区分に応じ、それぞれ次に定

める金額 

(1) 一戸建ての住宅（建築物エネルギー消費性能

基準等を定める省令第１条第１項第２号イ(2) 

 



判定 及びロ(2) に適合するものとして計画されたも

のに限る。） 次に掲げる一戸建ての住宅の区

分に応じ、それぞれ次に定める金額 

ア 床面積の合計が２００平方メートル未満の

一戸建ての住宅 １７，０００円 

イ 床面積の合計が２００平方メートル以上の

一戸建ての住宅 １９，０００円 

(2) 一戸建ての住宅（建築物エネルギー消費性能

基準等を定める省令第１条第１項第２号イ(1) 

及びロ(2) 又は同号イ(2) 及びロ(1) に適合す

るものとして計画されたものに限る。） 次に

掲げる一戸建ての住宅の区分に応じ、それぞれ

次に定める金額 

ア 床面積の合計が２００平方メートル未満の

一戸建ての住宅 ２５，０００円 

イ 床面積の合計が２００平方メートル以上の

一戸建ての住宅 ２８，０００円 

(3) 一戸建ての住宅（(1) 又は(2) に該当するも

のを除く。） 次に掲げる一戸建ての住宅の区

分に応じ、それぞれ次に定める金額 

ア 床面積の合計が２００平方メートル未満の

一戸建ての住宅 ３４，０００円 

イ 床面積の合計が２００平方メートル以上の

一戸建ての住宅 ３８，０００円 

(4) 一戸建ての住宅以外の建築物 次に掲げる提

出又は通知に係る建築物の部分の区分に応じ、

それぞれ次に定める金額を合計した金額 

ア 住宅部分（建築物エネルギー消費性能基準

等を定める省令第１条第１項第２号イ(2) 及

びロ(2) に適合するものとして計画されたも

のに限る。） 次に掲げる場合の区分に応じ

、それぞれ次に定める金額 

(ｱ) 住宅部分の床面積の合計が３００平方メ



ートル未満の場合 ３３，０００円 

(ｲ) 住宅部分の床面積の合計が３００平方メ

ートル以上２，０００平方メートル未満の

場合 ５７，０００円 

(ｳ) 住宅部分の床面積の合計が２，０００平

方メートル以上５，０００平方メートル未

満の場合 １００，０００円 

(ｴ) 住宅部分の床面積の合計が５，０００平

方メートル以上の場合 １６０，０００円 

イ 住宅部分（建築物エネルギー消費性能基準

等を定める省令第１条第１項第２号イ(1) 及

びロ(2) 又は同号イ(2) 及びロ(1) に適合す

るものとして計画されたものに限る。） 次

に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定

める金額 

(ｱ) 住宅部分の床面積の合計が３００平方メ

ートル未満の場合 ５１，０００円 

(ｲ) 住宅部分の床面積の合計が３００平方メ

ートル以上２，０００平方メートル未満の

場合 ８６，０００円 

(ｳ) 住宅部分の床面積の合計が２，０００平

方メートル以上５，０００平方メートル未

満の場合 １５０，０００円 

(ｴ) 住宅部分の床面積の合計が５，０００平

方メートル以上の場合 ２２０，０００円 

ウ 住宅部分（ア及びイに該当するものを除く

。） 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞ

れ次に定める金額 

(ｱ) 住宅部分の床面積の合計が３００平方メ

ートル未満の場合 ６９，０００円 

(ｲ) 住宅部分の床面積の合計が３００平方メ

ートル以上２，０００平方メートル未満の

場合 １２０，０００円 



(ｳ) 住宅部分の床面積の合計が２，０００平

方メートル以上５，０００平方メートル未

満の場合 ２００，０００円 

(ｴ) 住宅部分の床面積の合計が５，０００平

方メートル以上の場合 ２８０，０００円 

エ 非住宅部分（建築物エネルギー消費性能基

準等を定める省令第１条第１項第１号ロ又は

改正告示附則第３項の規定により読み替えて

適用される建築物エネルギー消費性能基準等

を定める省令第１条第１項第１号ロ及び増改

築部分告示第１第１項第２号に適合するもの

として計画されたものに限る。） 次に掲げ

る場合の区分に応じ、それぞれ次に定める金

額 

(ｱ) 非住宅部分の床面積の合計が３００平方

メートル未満の場合 ８７，０００円 

(ｲ) 非住宅部分の床面積の合計が３００平方

メートル以上１，０００平方メートル未満

の場合 １１０，０００円 

(ｳ) 非住宅部分の床面積の合計が１，０００

平方メートル以上２，０００平方メートル

未満の場合 １５０，０００円 

(ｴ) 非住宅部分の床面積の合計が２，０００

平方メートル以上５，０００平方メートル

未満の場合 ２４０，０００円 

(ｵ) 非住宅部分の床面積の合計が５，０００

平方メートル以上１０，０００平方メート

ル未満の場合 ３１０，０００円 

(ｶ) 非住宅部分の床面積の合計が１０，００

０平方メートル以上２５，０００平方メー

トル未満の場合 ３７０，０００円 

(ｷ) 非住宅部分の床面積の合計が２５，００

０平方メートル以上の場合 ４４０，００



０円 

オ 非住宅部分（エ、カ又はキに該当するもの

を除く。） 次に掲げる場合の区分に応じ、

それぞれ次に定める金額 

(ｱ) 非住宅部分の床面積の合計が３００平方

メートル未満の場合 ２３０，０００円 

(ｲ) 非住宅部分の床面積の合計が３００平方

メートル以上１，０００平方メートル未満

の場合 ２９０，０００円 

(ｳ) 非住宅部分の床面積の合計が１，０００

平方メートル以上２，０００平方メートル

未満の場合 ３７０，０００円 

(ｴ) 非住宅部分の床面積の合計が２，０００

平方メートル以上５，０００平方メートル

未満の場合 ５３０，０００円 

(ｵ) 非住宅部分の床面積の合計が５，０００

平方メートル以上１０，０００平方メート

ル未満の場合 ６５０，０００円 

(ｶ) 非住宅部分の床面積の合計が１０，００

０平方メートル以上２５，０００平方メー

トル未満の場合 ７７０，０００円 

(ｷ) 非住宅部分の床面積の合計が２５，００

０平方メートル以上の場合 ８７０，００

０円 

カ 非住宅部分（建築物エネルギー消費性能基

準等を定める省令第１条第１項第１号ロに適

合するものとして計画された工場、倉庫、卸

売市場その他これらに類する用途のみに供す

るものに限る。） 次に掲げる場合の区分に

応じ、それぞれ次に定める金額 

(ｱ) 非住宅部分の床面積の合計が３００平方

メートル未満の場合  １９，０００円 

(ｲ) 非住宅部分の床面積の合計が３００平方



メートル以上１，０００平方メートル未満

の場合 ２６，０００円 

(ｳ) 非住宅部分の床面積の合計が１，０００

平方メートル以上２，０００平方メートル

未満の場合 ３８，０００円 

(ｴ) 非住宅部分の床面積の合計が２，０００

平方メートル以上５，０００平方メートル

未満の場合 ９５，０００円 

(ｵ) 非住宅部分の床面積の合計が５，０００

平方メートル以上１０，０００平方メート

ル未満の場合 １４０，０００円 

(ｶ) 非住宅部分の床面積の合計が１０，００

０平方メートル以上２５，０００平方メー

トル未満の場合 １８０，０００円 

(ｷ) 非住宅部分の床面積の合計が２５，００

０平方メートル以上の場合 ２２０，００

０円 

キ 非住宅部分（建築物エネルギー消費性能基

準等を定める省令第１条第１項第１号ロに適

合するもの以外のものとして計画された工場

、倉庫、卸売市場その他これらに類する用途

のみに供するものに限る。） 次に掲げる場

合の区分に応じ、それぞれ次に定める金額 

(ｱ) 非住宅部分の床面積の合計が３００平方

メートル未満の場合 ２３，０００円 

(ｲ) 非住宅部分の床面積の合計が３００平方

メートル以上１，０００平方メートル未満

の場合 ３１，０００円 

(ｳ) 非住宅部分の床面積の合計が１，０００

平方メートル以上２，０００平方メートル

未満の場合 ４３，０００円 

(ｴ) 非住宅部分の床面積の合計が２，０００

平方メートル以上５，０００平方メートル



未満の場合 １００，０００円 

(ｵ) 非住宅部分の床面積の合計が５，０００

平方メートル以上１０，０００平方メート

ル未満の場合 １５０，０００円 

(ｶ) 非住宅部分の床面積の合計が１０，００

０平方メートル以上２５，０００平方メー

トル未満の場合 １９０，０００円 

(ｷ) 非住宅部分の床面積の合計が２５，００

０平方メートル以上の場合 ２３０，００

０円 

１５３ 建築物のエネルギー消費性能

の向上等に関する法律第１１条第２

項又は第１２条第３項の規定に基づ

く建築物エネルギー消費性能確保計

画の変更に係る建築物エネルギー消

費性能適合性判定 

次に掲げる建築物の区分に応じ、それぞれ次に定

める金額 

(1) 一戸建ての住宅（建築物エネルギー消費性能

基準等を定める省令第１条第１項第２号イ(2) 

及びロ(2) に適合するものとして計画されたも

のに限る。） 次に掲げる一戸建ての住宅の区

分に応じ、それぞれ次に定める金額 

ア 床面積の合計が２００平方メートル未満の

一戸建ての住宅 ８，５００円 

イ 床面積の合計が２００平方メートル以上の

一戸建ての住宅 ９，５００円 

(2) 一戸建ての住宅（建築物エネルギー消費性能

基準等を定める省令第１条第１項第２号イ(1) 

及びロ(2) 又は同号イ(2) 及びロ(1) に適合す

るものとして計画されたものに限る。） 次に

掲げる一戸建ての住宅の区分に応じ、それぞれ

次に定める金額 

ア 床面積の合計が２００平方メートル未満の

一戸建ての住宅 １２，５００円 

イ 床面積の合計が２００平方メートル以上の

一戸建ての住宅 １４，０００円 

(3) 一戸建ての住宅（(1) 又は(2) に該当するも

のを除く。） 次に掲げる一戸建ての住宅の区

 



分に応じ、それぞれ次に定める金額 

ア 床面積の合計が２００平方メートル未満の

一戸建ての住宅 １７，０００円 

イ 床面積の合計が２００平方メートル以上の

一戸建ての住宅 １９，０００円 

(4) 一戸建ての住宅以外の建築物 次に掲げる提

出又は通知に係る建築物の部分の区分に応じ、

それぞれ次に定める金額を合計した金額 

ア 住宅部分（建築物エネルギー消費性能基準

等を定める省令第１条第１項第２号イ(2) 及

びロ(2) に適合するものとして計画されたも

のに限る。） 次に掲げる場合の区分に応じ

、それぞれ次に定める金額 

(ｱ) 住宅部分の床面積の合計が３００平方メ

ートル未満の場合 １６，５００円 

(ｲ) 住宅部分の床面積の合計が３００平方メ

ートル以上２，０００平方メートル未満の

場合 ２８，５００円 

(ｳ) 住宅部分の床面積の合計が２，０００平

方メートル以上５，０００平方メートル未

満の場合 ５０，０００円 

(ｴ) 住宅部分の床面積の合計が５，０００平

方メートル以上の場合 ８０，０００円 

イ 住宅部分（建築物エネルギー消費性能基準

等を定める省令第１条第１項第２号イ(1) 及

びロ(2) 又は同号イ(2) 及びロ(1) に適合す

るものとして計画されたものに限る。） 次

に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定

める金額 

(ｱ) 住宅部分の床面積の合計が３００平方メ

ートル未満の場合 ２５，５００円 

(ｲ) 住宅部分の床面積の合計が３００平方メ

ートル以上２，０００平方メートル未満の



場合 ４３，０００円 

(ｳ) 住宅部分の床面積の合計が２，０００平

方メートル以上５，０００平方メートル未

満の場合 ７５，０００円 

(ｴ) 住宅部分の床面積の合計が５，０００平

方メートル以上の場合 １１０，０００円 

ウ 住宅部分（ア又はイに該当するものを除く

。） 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞ

れ次に定める金額 

(ｱ) 住宅部分の床面積の合計が３００平方メ

ートル未満の場合 ３４，５００円 

(ｲ) 住宅部分の床面積の合計が３００平方メ

ートル以上２，０００平方メートル未満の

場合 ６０，０００円 

(ｳ) 住宅部分の床面積の合計が２，０００平

方メートル以上５，０００平方メートル未

満の場合 １００，０００円 

(ｴ) 住宅部分の床面積の合計が５，０００平

方メートル以上の場合 １４０，０００円 

エ 非住宅部分（建築物エネルギー消費性能基

準等を定める省令第１条第１項第１号ロ（非

住宅部分の全部を工場等の用途に供する場合

にあっては、同号ロ又は改正告示附則第３項

の規定により読み替えて適用される建築物エ

ネルギー消費性能基準等を定める省令第１条

第１項第１号ロ及び増改築部分告示第１第１

項第２号に適合するものとして計画されたも

のに限る。） 次に掲げる場合の区分に応じ

、それぞれ次に定める金額 

(ｱ) 非住宅部分の床面積の合計が３００平方

メートル未満の場合 ４３，５００円 

(ｲ) 非住宅部分の床面積の合計が３００平方

メートル以上１，０００平方メートル未満



の場合 ５５，０００円 

(ｳ) 非住宅部分の床面積の合計が１，０００

平方メートル以上２，０００平方メートル

未満の場合 ７５，０００円 

(ｴ) 非住宅部分の床面積の合計が２，０００

平方メートル以上５，０００平方メートル

未満の場合 １２０，０００円 

(ｵ) 非住宅部分の床面積の合計が５，０００

平方メートル以上１０，０００平方メート

ル未満の場合 １５５，０００円 

(ｶ) 非住宅部分の床面積の合計が１０，００

０平方メートル以上２５，０００平方メー

トル未満の場合 １８５，０００円 

(ｷ) 非住宅部分の床面積の合計が２５，００

０平方メートル以上の場合 ２２０，００

０円 

オ 非住宅部分（エ、カ又はキに該当するもの

を除く。） 次に掲げる場合の区分に応じ、

それぞれ次に定める金額 

(ｱ) 非住宅部分の床面積の合計が３００平方

メートル未満の場合 １１５，０００円 

(ｲ) 非住宅部分の床面積の合計が３００平方

メートル以上１，０００平方メートル未満

の場合 １４５，０００円 

(ｳ) 非住宅部分の床面積の合計が１，０００

平方メートル以上２，０００平方メートル

未満の場合 １８５，０００円 

(ｴ) 非住宅部分の床面積の合計が２，０００

平方メートル以上５，０００平方メートル

未満の場合 ２６５，０００円 

(ｵ) 非住宅部分の床面積の合計が５，０００

平方メートル以上１０，０００平方メート

ル未満の場合 ３２５，０００円 



(ｶ) 非住宅部分の床面積の合計が１０，００

０平方メートル以上２５，０００平方メー

トル未満の場合 ３８５，０００円 

(ｷ) 非住宅部分の床面積の合計が２５，００

０平方メートル以上の場合 ４３５，００

０円 

カ 非住宅部分（建築物エネルギー消費性能基

準等を定める省令第１条第１項第１号ロに適

合するものとして計画された工場、倉庫、卸

売市場その他これらに類する用途のみに供す

るものに限る。） 次に掲げる場合の区分に

応じ、それぞれ次に定める金額 

(ｱ) 非住宅部分の床面積の合計が３００平方

メートル未満の場合 ９，５００円 

(ｲ) 非住宅部分の床面積の合計が３００平方

メートル以上１，０００平方メートル未満

の場合 １３，０００円 

(ｳ) 非住宅部分の床面積の合計が１，０００

平方メートル以上２，０００平方メートル

未満の場合 １９，０００円 

(ｴ) 非住宅部分の床面積の合計が２，０００

平方メートル以上５，０００平方メートル

未満の場合 ４７，５００円 

(ｵ) 非住宅部分の床面積の合計が５，０００

平方メートル以上１０，０００平方メート

ル未満の場合 ７０，０００円 

(ｶ) 非住宅部分の床面積の合計が１０，００

０平方メートル以上２５，０００平方メー

トル未満の場合 ９０，０００円 

(ｷ) 非住宅部分の床面積の合計が２５，００

０平方メートル以上の場合 １１０，００

０円 

キ 非住宅部分（建築物エネルギー消費性能基



準等を定める省令第１条第１項第１号ロに適

合するもの以外のものとして計画された工場

、倉庫、卸売市場その他これらに類する用途

のみに供するものに限る。） 次に掲げる場

合の区分に応じ、それぞれ次に定める金額 

(ｱ) 非住宅部分の床面積の合計が３００平方

メートル未満の場合  １１，５００円 

(ｲ) 非住宅部分の床面積の合計が３００平方

メートル以上１，０００平方メートル未満

の場合 １５，５００円 

(ｳ) 非住宅部分の床面積の合計が１，０００

平方メートル以上２，０００平方メートル

未満の場合 ２１，５００円 

(ｴ) 非住宅部分の床面積の合計が２，０００

平方メートル以上５，０００平方メートル

未満の場合 ５０，０００円 

(ｵ) 非住宅部分の床面積の合計が５，０００

平方メートル以上１０，０００平方メート

ル未満の場合 ７５，０００円 

(ｶ) 非住宅部分の床面積の合計が１０，００

０平方メートル以上２５，０００平方メー

トル未満の場合 ９５，０００円 

(ｷ) 非住宅部分の床面積の合計が２５，００

０平方メートル以上の場合 １１５，００

０円 

１５４ 建築物のエネルギー消費性能

の向上等に関する法律第１１条第１

項の規定により建築物エネルギー消

費性能適合性判定を受けた建築物エ

ネルギー消費性能確保計画の変更が

同条第２項に規定する軽微な変更に

該当する旨の証明の申請に対する審

査又は同法第１２条第２項の規定に

次に掲げる建築物の区分に応じ、それぞれ次に定

める金額 

(1) 一戸建ての住宅（建築物エネルギー消費性能

基準等を定める省令第１条第１項第２号イ(2) 

及びロ(2) に適合するものとして申請され、又

は求められたものに限る。） 次に掲げる一戸

建ての住宅の区分に応じ、それぞれ次に定める

金額 

 



より建築物エネルギー消費性能適合

性判定を受けた建築物エネルギー消

費性能確保計画の変更が同条第３項

に規定する軽微な変更に該当する旨

の証明の求めに対する審査 

ア 床面積の合計が２００平方メートル未満の

一戸建ての住宅 ８，５００円 

イ 床面積の合計が２００平方メートル以上の

一戸建ての住宅 ９，５００円 

(2) 一戸建ての住宅（建築物エネルギー消費性能

基準等を定める省令第１条第１項第２号イ(1) 

及びロ(2) 又は同号イ(2) 及びロ(1) に適合す

るものとして申請され、又は求められたものに

限る。） 次に掲げる一戸建ての住宅の区分に

応じ、それぞれ次に定める金額 

ア 床面積の合計が２００平方メートル未満の

一戸建ての住宅 １２，５００円 

イ 床面積の合計が２００平方メートル以上の

一戸建ての住宅 １４，０００円 

(3) 一戸建ての住宅（(1) 又は(2) に該当するも

のを除く。） 次に掲げる一戸建ての住宅の区

分に応じ、それぞれ次に定める金額 

ア 床面積の合計が２００平方メートル未満の

一戸建ての住宅 １７，０００円 

イ 床面積の合計が２００平方メートル以上の

一戸建ての住宅 １９，０００円 

(4) 一戸建ての住宅以外の建築物 次に掲げる申

請又は求めに係る建築物の部分の区分に応じ、

それぞれ次に定める金額を合計した金額 

ア 住宅部分（建築物エネルギー消費性能基準

等を定める省令第１条第１項第２号イ(2) 及

びロ(2) に適合するものとして申請され、又

は求められたものに限る。） 次に掲げる場

合の区分に応じ、それぞれ次に定める金額 

(ｱ) 住宅部分の床面積の合計が３００平方メ

ートル未満の場合 １６，５００円 

(ｲ) 住宅部分の床面積の合計が３００平方メ

ートル以上２，０００平方メートル未満の



場合 ２８，５００円 

(ｳ) 住宅部分の床面積の合計が２，０００平

方メートル以上５，０００平方メートル未

満の場合 ５０，０００円 

(ｴ) 住宅部分の床面積の合計が５，０００平

方メートル以上の場合 ８０，０００円 

イ 住宅部分（建築物エネルギー消費性能基準

等を定める省令第１条第１項第２号イ(1) 及

びロ(2) 又は同号イ(2) 及びロ(1) に適合す

るものとして申請され、又は求められたもの

に限る。） 次に掲げる場合の区分に応じ、

それぞれ次に定める金額 

(ｱ) 住宅部分の床面積の合計が３００平方メ

ートル未満の場合 ２５，５００円 

(ｲ) 住宅部分の床面積の合計が３００平方メ

ートル以上２，０００平方メートル未満の

場合 ４３，０００円 

(ｳ) 住宅部分の床面積の合計が２，０００平

方メートル以上５，０００平方メートル未

満の場合 ７５，０００円 

(ｴ) 住宅部分の床面積の合計が５，０００平

方メートル以上の場合 １１０，０００円 

ウ 住宅部分（ア又はイに該当するものを除く

。） 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞ

れ次に定める金額 

(ｱ) 住宅部分の床面積の合計が３００平方メ

ートル未満の場合 ３４，５００円 

(ｲ) 住宅部分の床面積の合計が３００平方メ

ートル以上２，０００平方メートル未満の

場合 ６０，０００円 

(ｳ) 住宅部分の床面積の合計が２，０００平

方メートル以上５，０００平方メートル未

満の場合 １００，０００円 



(ｴ) 住宅部分の床面積の合計が５，０００平

方メートル以上の場合 １４０，０００円 

エ 非住宅部分（建築物エネルギー消費性能基

準等を定める省令第１条第１項第１号ロ（非

住宅部分の全部を工場等の用途に供する場合

にあっては、同号ロ又は改正告示附則第３項

の規定により読み替えて適用される建築物エ

ネルギー消費性能基準等を定める省令第１条

第１項第１号ロ及び増改築部分告示第１第１

項第２号に適合するものとして申請され、又

は求められたものに限る。） 次に掲げる場

合の区分に応じ、それぞれ次に定める金額 

(ｱ) 非住宅部分の床面積の合計が３００平方

メートル未満の場合 ４３，５００円 

(ｲ) 非住宅部分の床面積の合計が３００平方

メートル以上１，０００平方メートル未満

の場合 ５５，０００円 

(ｳ) 非住宅部分の床面積の合計が１，０００

平方メートル以上２，０００平方メートル

未満の場合 ７５，０００円 

(ｴ) 非住宅部分の床面積の合計が２，０００

平方メートル以上５，０００平方メートル

未満の場合 １２０，０００円 

(ｵ) 非住宅部分の床面積の合計が５，０００

平方メートル以上１０，０００平方メート

ル未満の場合 １５５，０００円 

(ｶ) 非住宅部分の床面積の合計が１０，００

０平方メートル以上２５，０００平方メー

トル未満の場合 １８５，０００円 

(ｷ) 非住宅部分の床面積の合計が２５，００

０平方メートル以上の場合 ２２０，００

０円 

オ 非住宅部分（エ、カ又はキに該当するもの



を除く。） 次に掲げる場合の区分に応じ、

それぞれ次に定める金額 

(ｱ) 非住宅部分の床面積の合計が３００平方

メートル未満の場合 １１５，０００円 

(ｲ) 非住宅部分の床面積の合計が３００平方

メートル以上１，０００平方メートル未満

の場合 １４５，０００円 

(ｳ) 非住宅部分の床面積の合計が１，０００

平方メートル以上２，０００平方メートル

未満の場合 １８５，０００円 

(ｴ) 非住宅部分の床面積の合計が２，０００

平方メートル以上５，０００平方メートル

未満の場合 ２６５，０００円 

(ｵ) 非住宅部分の床面積の合計が５，０００

平方メートル以上１０，０００平方メート

ル未満の場合 ３２５，０００円 

(ｶ) 非住宅部分の床面積の合計が１０，００

０平方メートル以上２５，０００平方メー

トル未満の場合 ３８５，０００円 

(ｷ) 非住宅部分の床面積の合計が２５，００

０平方メートル以上の場合 ４３５，００

０円 

カ 非住宅部分（建築物エネルギー消費性能基

準等を定める省令第１条第１項第１号ロに適

合するものとして申請され、又は求められた

工場、倉庫、卸売市場その他これらに類する

用途のみに供するものに限る。） 次に掲げ

る場合の区分に応じ、それぞれ次に定める金

額 

(ｱ) 非住宅部分の床面積の合計が３００平方

メートル未満の場合 ９，５００円 

(ｲ) 非住宅部分の床面積の合計が３００平方

メートル以上１，０００平方メートル未満



の場合 １３，０００円 

(ｳ) 非住宅部分の床面積の合計が１，０００

平方メートル以上２，０００平方メートル

未満の場合 １９，０００円 

(ｴ) 非住宅部分の床面積の合計が２，０００

平方メートル以上５，０００平方メートル

未満の場合 ４７，５００円 

(ｵ) 非住宅部分の床面積の合計が５，０００

平方メートル以上１０，０００平方メート

ル未満の場合 ７０，０００円 

(ｶ) 非住宅部分の床面積の合計が１０，００

０平方メートル以上２５，０００平方メー

トル未満の場合 ９０，０００円 

(ｷ) 非住宅部分の床面積の合計が２５，００

０平方メートル以上の場合 １１０，００

０円 

キ 非住宅部分（建築物エネルギー消費性能基

準等を定める省令第１条第１項第１号ロに適

合するもの以外のものとして申請され、又は

求められた工場、倉庫、卸売市場その他これ

らに類する用途のみに供するものに限る。）

 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次

に定める金額 

(ｱ) 非住宅部分の床面積の合計が３００平方

メートル未満の場合  １１，５００円 

(ｲ) 非住宅部分の床面積の合計が３００平方

メートル以上１，０００平方メートル未満

の場合 １５，５００円 

(ｳ) 非住宅部分の床面積の合計が１，０００

平方メートル以上２，０００平方メートル

未満の場合 ２１，５００円 

(ｴ) 非住宅部分の床面積の合計が２，０００

平方メートル以上５，０００平方メートル



未満の場合 ５０，０００円 

(ｵ) 非住宅部分の床面積の合計が５，０００

平方メートル以上１０，０００平方メート

ル未満の場合 ７５，０００円 

(ｶ) 非住宅部分の床面積の合計が１０，００

０平方メートル以上２５，０００平方メー

トル未満の場合 ９５，０００円 

(ｷ) 非住宅部分の床面積の合計が２５，００

０平方メートル以上の場合 １１５，００

０円 

１５５ 建築物のエネルギー消費性能

の向上等に関する法律第２９条第１

項の規定に基づく建築物エネルギー

消費性能向上計画（同法第３０条第

１項第１号から第３号までに掲げる

基準に適合していることにつき、あ

らかじめ登録住宅性能評価機関等に

よる審査を受けたもの又は登録住宅

性能評価機関から住宅の品質確保の

促進等に関する法律第５条第１項に

規定する住宅性能評価書（以下この

項、１５６の項、１５８の項及び１

５９の項において「住宅性能評価書

」という。）が交付された住宅に係

るものを除く。）の認定の申請に対

する審査（建築物のエネルギー消費

性能の向上等に関する法律第３０条

第２項の規定により建築基準法第６

条第１項に規定する建築基準関係規

定の適合についての審査の申出があ

った場合を除く。） 

次に掲げる建築物の区分に応じ、それぞれ次に定

める金額 

(1) 一戸建ての住宅（建築物エネルギー消費性能

基準等を定める省令第１０条第２号イ(2) 及び

ロ(2) （同省令附則第３条第２項の規定が適用

される場合にあっては、同号ロ(2) ）に適合す

るものとして申請されたものに限る。） 次に

掲げる一戸建ての住宅の区分に応じ、それぞれ

次に定める金額 

ア 床面積の合計が２００平方メートル未満の

一戸建ての住宅 １７，０００円 

イ 床面積の合計が２００平方メートル以上の

一戸建ての住宅 １９，０００円 

(2) 一戸建ての住宅（建築物エネルギー消費性能

基準等を定める省令第１０条第２号イ(1) 及び

ロ(2) 又は同号イ(2) 及びロ(1) に適合するも

のとして申請されたものに限る。） 次に掲げ

る一戸建ての住宅の区分に応じ、それぞれ次に

定める金額 

ア 床面積の合計が２００平方メートル未満の

一戸建ての住宅 ２５，０００円 

イ 床面積の合計が２００平方メートル以上の

一戸建ての住宅 ２８，０００円 

 



(3) 一戸建ての住宅（(1) 又は(2) に該当するも

のを除く。） 次に掲げる一戸建ての住宅の区

分に応じ、それぞれ次に定める金額 

ア 床面積の合計が２００平方メートル未満の

一戸建ての住宅 ３４，０００円 

イ 床面積の合計が２００平方メートル以上の

一戸建ての住宅 ３８，０００円 

(4) 一戸建ての住宅以外の建築物 次に掲げる建

築物の部分の区分に応じ、それぞれ次に定める

金額を合計した金額 

ア 住宅部分（共用部分の審査を要しない場合

にあっては、共用部分を除く。以下この項、

１５６の項、１５８の項及び１５９の項にお

いて同じ。）（建築物エネルギー消費性能基

準等を定める省令第１０条第２号イ(2) 及び

ロ(2) （同省令附則第３条第２項の規定が適

用される場合にあっては、同号ロ(2) ）に適

合するものとして申請されたものに限る。）

 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次

に定める金額 

(ｱ) 住宅部分の床面積の合計が３００平方メ

ートル未満の場合 ３３，０００円 

(ｲ) 住宅部分の床面積の合計が３００平方メ

ートル以上２，０００平方メートル未満の

場合 ５７，０００円 

(ｳ) 住宅部分の床面積の合計が２，０００平

方メートル以上５，０００平方メートル未

満の場合 １００，０００円 

(ｴ) 住宅部分の床面積の合計が５，０００平

方メートル以上の場合 １６０，０００円 

イ 住宅部分（建築物エネルギー消費性能基準

等を定める省令第１０条第２号イ(1) 及びロ

(2) 又は同号イ(2) 及びロ(1) に適合するも



のとして申請された建築物に係るものに限る

。） 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞ

れ次に定める金額 

(ｱ) 住宅部分の床面積の合計が３００平方メ

ートル未満の場合 ５１，０００円 

(ｲ) 住宅部分の床面積の合計が３００平方メ

ートル以上２，０００平方メートル未満の

場合 ８６，０００円 

(ｳ) 住宅部分の床面積の合計が２，０００平

方メートル以上５，０００平方メートル未

満の場合 １５０，０００円 

(ｴ) 住宅部分の床面積の合計が５，０００平

方メートル以上の場合 ２２０，０００円 

ウ 住宅部分（ア又はイに該当するものを除く

。） 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞ

れ次に定める金額 

(ｱ) 住宅部分の床面積の合計が３００平方メ

ートル未満の場合 ６９，０００円 

(ｲ) 住宅部分の床面積の合計が３００平方メ

ートル以上２，０００平方メートル未満の

場合 １２０，０００円 

(ｳ) 住宅部分の床面積の合計が２，０００平

方メートル以上５，０００平方メートル未

満の場合 ２００，０００円 

(ｴ) 住宅部分の床面積の合計が５，０００平

方メートル以上の場合 ２８０，０００円 

エ 非住宅部分（建築物エネルギー消費性能基

準等を定める省令第１０条第１号イ(2) 及び

ロ(2) （非住宅部分の全部を工場等の用途に

供する場合及び同省令附則第２条第２項の規

定が適用される場合にあっては、同号ロ(2) 

）又は建築物エネルギー消費性能基準等を定

める省令の一部を改正する省令（令和４年



経済産業省

国土交通省令第１号。１５８の項において「

改正省令」という。）附則第３項の規定によ

り読み替えて適用される建築物エネルギー消

費性能基準等を定める省令第１０条第１号ロ

(2) 及び増改築部分告示第１第１項第２号に

適合するものとして申請された建築物に係る

ものに限る。） 次に掲げる場合の区分に応

じ、それぞれ次に定める金額 

(ｱ) 非住宅部分の床面積の合計が３００平方

メートル未満の場合 ８７，０００円 

(ｲ) 非住宅部分の床面積の合計が３００平方

メートル以上１，０００平方メートル未満

の場合 １１０，０００円 

(ｳ) 非住宅部分の床面積の合計が１，０００

平方メートル以上２，０００平方メートル

未満の場合 １５０，０００円 

(ｴ) 非住宅部分の床面積の合計が２，０００

平方メートル以上５，０００平方メートル

未満の場合 ２４０，０００円 

(ｵ) 非住宅部分の床面積の合計が５，０００

平方メートル以上１０，０００平方メート

ル未満の場合 ３１０，０００円 

(ｶ) 非住宅部分の床面積の合計が１０，００

０平方メートル以上２５，０００平方メー

トル未満の場合 ３７０，０００円 

(ｷ) 非住宅部分の床面積の合計が２５，００

０平方メートル以上の場合 ４４０，００

０円 

オ 非住宅部分（エに該当するものを除く。）

 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次

に定める金額 

(ｱ) 非住宅部分の床面積の合計が３００平方



メートル未満の場合 ２３０，０００円 

(ｲ) 非住宅部分の床面積の合計が３００平方

メートル以上１，０００平方メートル未満

の場合 ２９０，０００円 

(ｳ) 非住宅部分の床面積の合計が１，０００

平方メートル以上２，０００平方メートル

未満の場合 ３７０，０００円 

(ｴ) 非住宅部分の床面積の合計が２，０００

平方メートル以上５，０００平方メートル

未満の場合 ５３０，０００円 

(ｵ) 非住宅部分の床面積の合計が５，０００

平方メートル以上１０，０００平方メート

ル未満の場合 ６５０，０００円 

(ｶ) 非住宅部分の床面積の合計が１０，００

０平方メートル以上２５，０００平方メー

トル未満の場合 ７７０，０００円 

(ｷ) 非住宅部分の床面積の合計が２５，００

０平方メートル以上の場合 ８７０，００

０円 

(5) ２以上の建築物（建築物のエネルギー消費性

能の向上等に関する法律第２９条第３項に規定

する他の建築物を含む場合をいう。１５６の項

、１５８の項及び１５９の項において同じ。）

 当該計画に係る建築物について、次に掲げる

建築物の区分に応じ、それぞれ次に定める金額

を合計した金額 

ア 申請に係る建築物 (1) 、(2) 又は(3) に

定める金額 

イ 他の建築物（ウに掲げるものを除く。） 

(1) 、(2) 又は(3) に定める金額 

ウ 他の建築物（建築物のエネルギー消費性能

の向上等に関する法律第３０条第１項第４号

に掲げる基準に適合していることにつき、あ



らかじめ登録住宅性能評価機関等による審査

を受けたもの又は登録住宅性能評価機関から

住宅性能評価書が交付された住宅に係るもの

に限る。） １５６の項(1) 、(2) 又は(3) 

に定める金額 

１５６ 建築物のエネルギー消費性能

の向上等に関する法律第２９条第１

項の規定に基づく建築物エネルギー

消費性能向上計画（同法第３０条第

１項第１号から第３号までに掲げる

基準に適合していることにつき、あ

らかじめ登録住宅性能評価機関等に

よる審査を受けたもの又は登録住宅

性能評価機関から住宅性能評価書が

交付された住宅に係るものに限る。

）の認定の申請に対する審査（同条

第２項の規定により建築基準法第６

条第１項に規定する建築基準関係規

定の適合についての審査の申出があ

った場合を除く。） 

次に掲げる建築物の区分に応じ、それぞれ次に定

める金額 

(1) 一戸建ての住宅 ４，７００円 

(2) 一戸建ての住宅以外の建築物 次に掲げる申

請に係る建築物の部分の区分に応じ、それぞれ

次に定める金額を合計した金額 

ア 住宅部分 次に掲げる場合の区分に応じ、

それぞれ次に定める金額 

(ｱ) 住宅部分の床面積の合計が３００平方メ

ートル未満の場合 ９，４００円 

(ｲ) 住宅部分の床面積の合計が３００平方メ

ートル以上２，０００平方メートル未満の

場合 ２０，０００円 

(ｳ) 住宅部分の床面積の合計が２，０００平

方メートル以上５，０００平方メートル未

満の場合 ４５，０００円 

(ｴ) 住宅部分の床面積の合計が５，０００平

方メートル以上の場合 ８１，０００円 

イ 非住宅部分 次に掲げる場合の区分に応じ

、それぞれ次に定める金額 

(ｱ) 非住宅部分の床面積の合計が３００平方

メートル未満の場合 ９，４００円 

(ｲ) 非住宅部分の床面積の合計が３００平方

メートル以上１，０００平方メートル未満

の場合 １６，０００円 

(ｳ) 非住宅部分の床面積の合計が１，０００

平方メートル以上２，０００平方メートル

未満の場合 ２７，０００円 

 



(ｴ) 非住宅部分の床面積の合計が２，０００

平方メートル以上５，０００平方メートル

未満の場合 ８０，０００円 

(ｵ) 非住宅部分の床面積の合計が５，０００

平方メートル以上１０，０００平方メート

ル未満の場合 １３０，０００円 

(ｶ) 非住宅部分の床面積の合計が１０，００

０平方メートル以上２５，０００平方メー

トル未満の場合 １６０，０００円 

(ｷ) 非住宅部分の床面積の合計が２５，００

０平方メートル以上の場合 ２００，００

０円 

(3) ２以上の建築物 当該計画に係る建築物につ

いて、次に掲げる建築物の区分に応じ、それぞ

れ次に定める金額を合計した金額 

ア 申請に係る建築物 (1) 又は(2) に定める

金額 

イ 他の建築物（建築物のエネルギー消費性能

の向上等に関する法律第３０条第１項第４号

に掲げる基準に適合していることにつき、あ

らかじめ登録住宅性能評価機関等による審査

を受けたもの又は登録住宅性能評価機関から

住宅性能評価書が交付された住宅に係るもの

を除く。） １５５の項(1) 、(2) 又は(3) 

に定める金額 

ウ 他の建築物（建築物のエネルギー消費性能

の向上等に関する法律第３０条第１項第４号

に掲げる基準に適合していることにつき、あ

らかじめ登録住宅性能評価機関等による審査

を受けたもの又は登録住宅性能評価機関から

住宅性能評価書が交付された住宅に係るもの

に限る。） (1) 又は(2) に定める金額 

１５７ 建築物のエネルギー消費性能 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定め 床面積の合



の向上等に関する法律第３０条第２

項（同法第３１条第２項において準

用する場合を含む。）の規定により

建築基準法第６条第１項に規定する

建築基準関係規定の適合についての

審査の申出があった場合における建

築物のエネルギー消費性能の向上等

に関する法律第２９条第１項の規定

に基づく建築物エネルギー消費性能

向上計画の認定又は同法第３１条第

１項の規定に基づく建築物エネルギ

ー消費性能向上計画の変更の認定の

申請に対する審査 

る金額 

(1) 建築基準法第８７条の４の昇降機に係る部分

が含まれない場合 １５５の項、１５６の項、

１５８の項又は１５９の項に定める金額に、次

に掲げる建築物の区分に応じ、それぞれ次に定

める金額を加算して得た金額 

ア 床面積の合計が３０平方メートル以内の建

築物 １５，０００円 

イ 床面積の合計が３０平方メートルを超え１

００平方メートル以内の建築物 ２８，００

０円 

ウ 床面積の合計が１００平方メートルを超え

２００平方メートル以内の建築物 ４３，０

００円 

エ 床面積の合計が２００平方メートルを超え

３００平方メートル以内の建築物 ４８，０

００円 

オ 床面積の合計が３００平方メートルを超え

５００平方メートル以内の建築物 ５５，０

００円 

カ 床面積の合計が５００平方メートルを超え

１，０００平方メートル以内の建築物 ６６

，０００円 

キ 床面積の合計が１，０００平方メートルを

超え２，０００平方メートル以内の建築物 

９３，０００円 

ク 床面積の合計が２，０００平方メートルを

超え５，０００平方メートル以内の建築物 

１６０，０００円 

ケ 床面積の合計が５，０００平方メートルを

超え１０，０００平方メートル以内の建築物

 ２８０，０００円 

コ 床面積の合計が１０，０００平方メートル

計は、規則

で定めると

ころにより

計算する。 



を超え３０，０００平方メートル以内の建築

物 ３７０，０００円 

サ 床面積の合計が３０，０００平方メートル

を超え５０，０００平方メートル以内の建築

物 ４６０，０００円 

シ 床面積の合計が５０，０００平方メートル

を超える建築物 ９００，０００円 

(2) 建築基準法第８７条の４の昇降機に係る部分

が含まれる場合 (1) に定める金額に、次に掲

げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める金

額を加算して得た金額 

ア 昇降機を設置する場合（イに掲げる場合を

除く。） 昇降機１基につき１７，０００円

（小荷物専用昇降機にあっては、８，０００

円） 

イ 建築基準法第６条第１項又は第１８条第３

項の規定による確認済証の交付を受けた昇降

機の設置の計画を変更して昇降機を設置する

場合 昇降機１基につき１０，０００円（小

荷物専用昇降機にあっては、５，０００円） 

１５８ 建築物のエネルギー消費性能

の向上等に関する法律第３１条第１

項の規定に基づく建築物エネルギー

消費性能向上計画の変更（変更部分

について同法第３０条第１項第１号

から第３号までに掲げる基準に適合

していることにつき、あらかじめ登

録住宅性能評価機関等による審査を

受けたもの又は登録住宅性能評価機

関から住宅性能評価書が交付された

住宅に係るものを除く。）の認定の

申請に対する審査（同法第３１条第

２項において準用する同法第３０条

次に掲げる建築物の区分に応じ、それぞれ次に定

める金額 

(1) 一戸建ての住宅（建築物エネルギー消費性能

基準等を定める省令第１０条第２号イ(2) 及び

ロ(2) （同省令附則第３条第２項の規定が適用

される場合にあっては、同号ロ(2) ）に適合す

るものとして申請されたものに限る。） 次に

掲げる一戸建ての住宅の区分に応じ、それぞれ

次に定める金額 

ア 床面積の合計が２００平方メートル未満の

一戸建ての住宅 ８，５００円 

イ 床面積の合計が２００平方メートル以上の

一戸建ての住宅 ９，５００円 

 



第２項の規定により建築基準法第６

条第１項に規定する建築基準関係規

定の適合についての審査の申出があ

った場合を除く。） 

(2) 一戸建ての住宅（建築物エネルギー消費性能

基準等を定める省令第１０条第２号イ(1) 及び

ロ(2) 又は同号イ(2) 及びロ(1) に適合するも

のとして申請されたものに限る。） 次に掲げ

る一戸建ての住宅の区分に応じ、それぞれ次に

定める金額 

ア 床面積の合計が２００平方メートル未満の

一戸建ての住宅 １２，５００円 

イ 床面積の合計が２００平方メートル以上の

一戸建ての住宅 １４，０００円 

(3) 一戸建ての住宅（(1) 又は(2) に該当するも

のを除く。） 次に掲げる一戸建ての住宅の区

分に応じ、それぞれ次に定める金額 

ア 床面積の合計が２００平方メートル未満の

一戸建ての住宅 １７，０００円 

イ 床面積の合計が２００平方メートル以上の

一戸建ての住宅 １９，０００円 

(4) 一戸建ての住宅以外の建築物 次に掲げる申

請に係る建築物の部分（既に計画の認定を受け

た部分で変更しない部分を含む。）の区分に応

じ、それぞれ次に定める金額を合計した金額 

ア 既に計画の認定を受けた住宅部分（建築物

エネルギー消費性能基準等を定める省令第１

０条第２号イ(2) 及びロ(2) （同省令附則第

３条第２項の規定が適用される場合にあって

は、同号ロ(2) ）に適合するものとして申請

されたものに限る。） 次に掲げる場合の区

分に応じ、それぞれ次に定める金額 

(ｱ) 住宅部分の床面積の合計が３００平方メ

ートル未満の場合 １６，５００円 

(ｲ) 住宅部分の床面積の合計が３００平方メ

ートル以上２，０００平方メートル未満の

場合 ２８，５００円 



(ｳ) 住宅部分の床面積の合計が２，０００平

方メートル以上５，０００平方メートル未

満の場合 ５０，０００円 

(ｴ) 住宅部分の床面積の合計が５，０００平

方メートル以上の場合 ８０，０００円 

イ 既に計画の認定を受けた住宅部分（建築物

エネルギー消費性能基準等を定める省令第１

０条第２号イ(1) 及びロ(2) 又は同号イ(2) 

及びロ(1) に適合するものとして申請された

ものに限る。） 次に掲げる場合の区分に応

じ、それぞれ次に定める金額 

(ｱ) 住宅部分の床面積の合計が３００平方メ

ートル未満の場合 ２５，５００円 

(ｲ) 住宅部分の床面積の合計が３００平方メ

ートル以上２，０００平方メートル未満の

場合 ４３，０００円 

(ｳ) 住宅部分の床面積の合計が２，０００平

方メートル以上５，０００平方メートル未

満の場合 ７５，０００円 

(ｴ) 住宅部分の床面積の合計が５，０００平

方メートル以上の場合 １１０，０００円 

ウ 既に計画の認定を受けた住宅部分（アに該

当するものを除く。） 次に掲げる場合の区

分に応じ、それぞれ次に定める金額 

(ｱ) 住宅部分の床面積の合計が３００平方メ

ートル未満の場合 ３４，５００円 

(ｲ) 住宅部分の床面積の合計が３００平方メ

ートル以上２，０００平方メートル未満の

場合 ６０，０００円 

(ｳ) 住宅部分の床面積の合計が２，０００平

方メートル以上５，０００平方メートル未

満の場合 １００，０００円 

(ｴ) 住宅部分の床面積の合計が５，０００平



方メートル以上の場合 １４０，０００円 

エ 既に計画の認定を受けた非住宅部分（建築

物エネルギー消費性能基準等を定める省令第

１０条第１号イ(2) 及びロ(2) （非住宅部分

の全部を工場等の用途に供する場合及び同省

令附則第２条第２項の規定が適用される場合

にあっては、同号ロ(2) ）又は改正省令附則

第３項の規定により読み替えて適用される建

築物エネルギー消費性能基準等を定める省令

第１０条第１号ロ(2) 及び増改築部分告示第

１第１項第２号に適合するものとして申請さ

れたものに限る。） 次に掲げる場合の区分

に応じ、それぞれ次に定める金額 

(ｱ) 非住宅部分の床面積の合計が３００平方

メートル未満の場合 ４３，５００円 

(ｲ) 非住宅部分の床面積の合計が３００平方

メートル以上１，０００平方メートル未満

の場合 ５５，０００円 

(ｳ) 非住宅部分の床面積の合計が１，０００

平方メートル以上２，０００平方メートル

未満の場合 ７５，０００円 

(ｴ) 非住宅部分の床面積の合計が２，０００

平方メートル以上５，０００平方メートル

未満の場合 １２０，０００円 

(ｵ) 非住宅部分の床面積の合計が５，０００

平方メートル以上１０，０００平方メート

ル未満の場合 １５５，０００円 

(ｶ) 非住宅部分の床面積の合計が１０，００

０平方メートル以上２５，０００平方メー

トル未満の場合 １８５，０００円 

(ｷ) 非住宅部分の床面積の合計が２５，００

０平方メートル以上の場合 ２２０，００

０円 



オ 既に計画の認定を受けた非住宅部分（エに

該当するものを除く。） 次に掲げる場合の

区分に応じ、それぞれ次に定める金額 

(ｱ) 非住宅部分の床面積の合計が３００平方

メートル未満の場合 １１５，０００円 

(ｲ) 非住宅部分の床面積の合計が３００平方

メートル以上１，０００平方メートル未満

の場合 １４５，０００円 

(ｳ) 非住宅部分の床面積の合計が１，０００

平方メートル以上２，０００平方メートル

未満の場合 １８５，０００円 

(ｴ) 非住宅部分の床面積の合計が２，０００

平方メートル以上５，０００平方メートル

未満の場合 ２６５，０００円 

(ｵ) 非住宅部分の床面積の合計が５，０００

平方メートル以上１０，０００平方メート

ル未満の場合 ３２５，０００円 

(ｶ) 非住宅部分の床面積の合計が１０，００

０平方メートル以上２５，０００平方メー

トル未満の場合 ３８５，０００円 

(ｷ) 非住宅部分の床面積の合計が２５，００

０平方メートル以上の場合 ４３５，００

０円 

カ 新たに追加する住宅部分又は非住宅部分 

１５５の項(3) に定める金額（この場合にお

いて、同項(3) 中「床面積」とあるのは、「

追加する床面積」と読み替えるものとする。

） 

(5) ２以上の建築物 当該計画に係る建築物につ

いて、次に掲げる建築物の区分に応じ、それぞ

れ次に定める金額を合計した金額 

ア 申請に係る建築物で、建築物のエネルギー

消費性能に変更が生じるもの (1) 、(2) 又



は(3) に定める金額 

イ 既に計画の認定を受けた他の建築物で、建

築物のエネルギー消費性能に変更が生じるも

の（ウに掲げるものを除く。） (1) 、(2) 

又は(3) に定める金額 

ウ 既に計画の認定を受けた他の建築物で、建

築物のエネルギー消費性能に変更が生じるも

の（建築物のエネルギー消費性能の向上等に

関する法律第３０条第１項第４号に掲げる基

準に適合していることにつき、あらかじめ登

録住宅性能評価機関等による審査を受けたも

のに限る。） １５９の項(1) 又は(2) に定

める金額 

エ 新たに計画に追加する建築物（建築物のエ

ネルギー消費性能の向上等に関する法律第３

０条第１項第４号に掲げる基準に適合してい

ることにつき、あらかじめ登録住宅性能評価

機関等による審査を受けたもの又は登録住宅

性能評価機関から住宅性能評価書が交付され

た住宅に係るものを除く。） １５５の項(1

) 、(2) 又は(3) に定める金額 

オ 新たに計画に追加する建築物（建築物のエ

ネルギー消費性能の向上等に関する法律第３

０条第１項第４号に掲げる基準に適合してい

ることにつき、あらかじめ登録住宅性能評価

機関等による審査を受けたもの又は登録住宅

性能評価機関から住宅性能評価書が交付され

た住宅に係るものに限る。） １５６の項(1

) 又は(2) に定める金額 

１５９ 建築物のエネルギー消費性能

の向上等に関する法律第３１条第１

項の規定に基づく建築物エネルギー

消費性能向上計画の変更（変更部分

次に掲げる建築物の区分に応じ、それぞれ次に定

める金額 

(1) 一戸建ての住宅 ２，３５０円 

(2) 一戸建ての住宅以外の建築物 次に掲げる申

 



について同法第３０条第１項第１号

から第３号までに掲げる基準に適合

していることにつき、あらかじめ登

録住宅性能評価機関等による審査を

受けたもの又は登録住宅性能評価機

関から住宅性能評価書が交付された

住宅に係るものに限る。）の認定の

申請に対する審査（同法第３１条第

２項において準用する同法第３０条

第２項の規定により建築基準法第６

条第１項に規定する建築基準関係規

定の適合についての審査の申出があ

った場合を除く。） 

請に係る建築物の部分の区分に応じ、それぞれ

次に定める金額を合計した金額 

ア 既に計画の認定を受けた建築物の住宅部分

 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次

に定める金額 

(ｱ) 住宅部分の床面積の合計が３００平方メ

ートル未満の場合 ４，７００円 

(ｲ) 住宅部分の床面積の合計が３００平方メ

ートル以上２，０００平方メートル未満の

場合 １０，０００円 

(ｳ) 住宅部分の床面積の合計が２，０００平

方メートル以上５，０００平方メートル未

満の場合 ２２，５００円 

(ｴ) 住宅部分の床面積の合計が５，０００平

方メートル以上の場合 ４０，５００円 

イ 既に計画の認定を受けた建築物の非住宅部

分 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ

次に定める金額 

(ｱ) 非住宅部分の床面積の合計が３００平方

メートル未満の場合 ４，７００円 

(ｲ) 非住宅部分の床面積の合計が３００平方

メートル以上１，０００平方メートル未満

の場合 ８，０００円 

(ｳ) 非住宅部分の床面積の合計が１，０００

平方メートル以上２，０００平方メートル

未満の場合 １３，５００円 

(ｴ) 非住宅部分の床面積の合計が２，０００

平方メートル以上５，０００平方メートル

未満の場合 ４０，０００円 

(ｵ) 非住宅部分の床面積の合計が５，０００

平方メートル以上１０，０００平方メート

ル未満の場合 ６５，０００円 

(ｶ) 非住宅部分の床面積の合計が１０，００



０平方メートル以上２５，０００平方メー

トル未満の場合 ８０，０００円 

(ｷ) 非住宅部分の床面積の合計が２５，００

０平方メートル以上の場合 １００，００

０円 

ウ 新たに追加する住宅部分又は非住宅部分 

１５６の項(2) に定める金額（この場合にお

いて、同項(2) 中「床面積」とあるのは「追

加する床面積」と読み替えるものとする。） 

(3) ２以上の建築物 当該計画に係る建築物につ

いて、次に掲げる建築物の区分に応じ、それぞ

れ次に定める金額を合計した金額 

ア 申請に係る建築物で、建築物のエネルギー

消費性能に変更が生じるもの (1) 又は(2) 

に定める金額 

イ 既に計画の認定を受けた他の建築物で、建

築物のエネルギー消費性能に変更が生じるも

の（建築物のエネルギー消費性能の向上等に

関する法律第３０条第１項第４号に掲げる基

準に適合していることにつき、あらかじめ登

録住宅性能評価機関等による審査を受けたも

のを除く。） １５８の項(1) 、(2) 又は(3)

 に定める金額 

ウ 既に計画の認定を受けた他の建築物で、建

築物のエネルギー消費性能に変更が生じるも

の（建築物のエネルギー消費性能の向上等に

関する法律第３０条第１項第４号に掲げる基

準に適合していることにつき、あらかじめ登

録住宅性能評価機関等による審査を受けたも

のに限る。） (1) 又は(2) に定める金額 

エ 新たに計画に追加する建築物（建築物のエ

ネルギー消費性能の向上等に関する法律第３

０条第１項第４号に掲げる基準に適合してい



ることにつき、あらかじめ登録住宅性能評価

機関等による審査を受けたもの又は登録住宅

性能評価機関から住宅性能評価書が交付され

た住宅に係るものを除く。） １５５の項(1

) 、(2) 又は(3) に定める金額 

オ 新たに計画に追加する建築物（建築物のエ

ネルギー消費性能の向上等に関する法律第３

０条第１項第４号に掲げる基準に適合してい

ることにつき、あらかじめ登録住宅性能評価

機関等による審査を受けたもの又は登録住宅

性能評価機関から住宅性能評価書が交付され

た住宅に係るものに限る。） １５６の項(1

) 又は(2) に定める金額 

１６０ 削除   

１６１ 削除   

附 則 

（施行期日） 

１ この条例は、令和７年４月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ 改正後の別表第１の２０の項の規定は、この条例の施行の日（以下「施行日」という

。）以後にされた建築基準法（昭和２５年法律第２０１号）第６条第１項（同法第８７

条第１項において準用する場合を含む。）の規定に基づく申請又は同法第１８条第２項

（同法第８７条第１項において準用する場合を含む。）の規定に基づく通知に対する審

査について適用し、施行日前にされたこれらの規定に基づく申請又は通知に対する審査

については、なお従前の例による。 

３ 改正後の別表第１の２１の項から２３の項までの規定は、施行日以後にされた建築基

準法第７条第１項（同法第８７条第１項において準用する場合を含む。）若しくは第７

条の３第１項の規定による申請又は同法第１８条第２０項の規定による通知に対する検

査について適用し、施行日前にされたこれらの規定に基づく申請又は通知に対する検査

については、なお従前の例による。 

４ 改正後の別表第１の１３５の項の規定は、施行日以後にされた高齢者、障害者等の移

動等の円滑化の促進に関する法律（平成１８年法律第９１号）第１７条第１項（同法第

１８条第２項において準用する場合を含む。）の規定に基づく申請に対する審査につい



て適用し、施行日前にされた同項の規定に基づく申請に対する審査については、なお従

前の例による。 

５ 改正後の別表第１の１３８の項の規定は、施行日以後にされた長期優良住宅の普及の

促進に関する法律（平成２０年法律第８７号）第５条第１項から第５項まで（同法第８

条第２項においてこれらの規定を準用する場合を含む。）の規定に基づく申請に対する

審査について適用し、施行日前にされたこれらの規定に基づく申請に対する審査につい

ては、なお従前の例による。 

６ 改正後の別表第１の１４５の項から１４９の項までの規定は、施行日以後にされた都

市の低炭素化の促進に関する法律（平成２４年法律第８４号）第５３条第１項及び第５

５条第１項の規定に基づく申請に対する審査について適用し、施行日前にされたこれら

の申請に対する審査については、なお従前の例による。 

７ 改正後の別表第１の１５２の項及び１５３の項の規定は、施行日以後にされた脱炭素

社会の実現に資するための建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律等の一部を

改正する法律（令和４年法律第６９号）第２条の規定による改正後の建築物のエネルギ

ー消費性能の向上等に関する法律（平成２７年法律第５３号。以下「新建築物省エネ法

」という。）第１１条第１項若しくは第２項の規定に基づく建築物エネルギー消費性能

確保計画の提出又は新建築物省エネ法第１２条第２項若しくは第３項の規定に基づく建

築物エネルギー消費性能確保計画の通知に対する建築物エネルギー消費性能適合性判定

（新建築物省エネ法第１１条第１項に規定する建築物エネルギー消費性能適合性判定を

いう。）について適用し、施行日前にされた脱炭素社会の実現に資するための建築物の

エネルギー消費性能の向上に関する法律等の一部を改正する法律第２条の規定による改

正前の建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律（以下「旧建築物省エネ法」と

いう。）第１２条第１項若しくは第２項の規定に基づく建築物エネルギー消費性能確保

計画の提出又は旧建築物省エネ法第１３条第２項若しくは第３項の規定に基づく建築物

エネルギー消費性能確保計画の通知に対する建築物エネルギー消費性能適合性判定（旧

建築物省エネ法第１２条第１項に規定する建築物エネルギー消費性能適合性判定をいう

。）については、なお従前の例による。 

８ 改正後の別表第１の１５４の項の規定は、施行日以後にされた新建築物省エネ法第１

１条第１項若しくは旧建築物省エネ法第１２条第１項の規定により建築物エネルギー消

費性能適合性判定を受けた建築物エネルギー消費性能確保計画の変更が新建築物省エネ

法第１１条第２項に規定する軽微な変更に該当する旨の証明の申請又は新建築物省エネ

法第１２条第２項若しくは旧建築物省エネ法第１３条第２項の規定により建築物エネル

ギー消費性能適合性判定を受けた建築物エネルギー消費性能確保計画の変更が新建築物



省エネ法第１２条第３項に規定する軽微な変更に該当する旨の証明の求めに対する審査

について適用し、施行日前にされた旧建築物省エネ法第１２条第１項の規定により建築

物エネルギー消費性能適合性判定を受けた建築物エネルギー消費性能確保計画の変更が

同条第２項に規定する軽微な変更に該当する旨の証明の申請又は旧建築物省エネ法第１

３条第２項の規定により建築物エネルギー消費性能適合性判定を受けた建築物エネルギ

ー消費性能確保計画の変更が同条第３項に規定する軽微な変更に該当する旨の証明の求

めに対する審査については、なお従前の例による。 

９ 改正後の別表第１の１５５の項から１５９の項までの規定は、施行日以後にされた新

建築物省エネ法第２９条第１項及び第３１条第１項の規定に基づく申請に対する審査に

ついて適用し、施行日前にされた旧建築物省エネ法第３４条第１項及び第３６条第１項

の規定に基づく申請に対する審査については、なお従前の例による。 


